別紙様式第９－１号
用途限定米穀の用途外使用承認申請書

（販売困難・需要者ニーズを理由とする用途変更の場合）
年　　月　　日

　農林水産大臣　殿

　申請者（出荷販売事業者）の主たる

　事務所並びに販売所、事業所及び倉

　庫が一の地方農政局の管轄区域内の

　みにある場合は、当該地方農政局長

申請者（出荷販売事業者）

住　　　　　所

商号、名称及び

代表者の氏名（個人の場合は、氏名）

申請者（承認後の販売の相手方）

住　　　　　所

商号、名称及び

代表者の氏名（個人の場合は、氏名）

　米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令（平成21年農林水産省令第63号）第２条ただし書に規定する用途限定米穀の用途外使用について、下記のとおり申請します。
記

１　定められた当初の用途

　 (出荷販売事業者から用途限定米穀を購入した者等が申請する場合は、当該米穀の購入先等も記載すること。）

２　新たな用途
３　用途外使用の理由

  （当該米穀の品位や当初の用途に使用できない理由又は需要者ニーズ等について具体的に記入するとともに、これを裏付ける詳細な資料を添付すること。）

４　用途外使用数量

　

５　用途変更後の月別使用計画

  （計画の期間は、最長で１年以内とする。）

注１：需要者ニーズを理由とする場合であって、かつ、用途間での交換を行う場合は、以下について記載すること。
①　交換する米穀の当初の販売先である需要者を申請者に加えて記載
②　１（定められた当初の用途）及び２（新たな用途）にそれぞれの用途とその販売先となる事業者名を記載
③　４（用途外使用数量）に交換する用途ごとの数量及び販売時の品位について記載
注２：用途外使用に伴い、調製又はとう精等を行うことにより低品位米が発生する場合には、別紙様式第９－２号を併せて申請すること。（同一年度内に既に提出されている場合を除く。）









